
町からのお知らせ ５月中間号 －1－ 

第１０８２号    全４ページ 
２０１２年 ５月中間号 

町からの 

興部町学校給食センター調理員の公募につ
いて 

町では、下記のとおり臨時職員を公募いたします。 

記 

勤  務  先 学校給食センター 

業 務 内 容 給食調理員 

勤 務 時 間 午前８時１５分から午後４時１５分まで 

賃 金 時間給 ７３０円 

採 用 人 数 1 名 

採 用 期 間 平成２４年６月１日から平成２７年３月３１日まで 

・応 募 の 条 件 興部町内在住者、又は在住可能な者とします。 

・申込締切 平成２４年５月２３日（水）【期日厳守】 

・応 募 申 込 先 興部町役場総務課又は興部町教育委員会管理課 

・提出書類 応募申込の際は、自筆の履歴書１通（上半身写真

添付）を必ず本人が持参してください。 

・選考方法 書類審査の上、面接により選考する。 

・問合せ先 興部町教育委員会 管理課（℡82‐2552） 

      興部町学校給食センター（℡82‐3411） 

 

 

 

 

 

 

 

 

興部町臨時職員の公募について 

町では、平成２４年度の臨時職員を下記のとおり公募いたし 

ます。 

記 

勤  務  先 興部町福祉保健総合センター「きらり」 

業 務 内 容 調理業務 

勤 務 時 間 

月曜日～日曜日の週５日 

（シフトにより決定します） 

1 日（７時間４５分） 

 7:00 ～   9:15 

10:00 ～ 13:15 

15:15 ～ 17:30 

賃 金 等 月額 121,600 円  社会保険 有 

手 当 期末手当（６月・１２月） 

採 用 人 数 1 名 

年 齢 ６２歳まで 

採 用 期 間 平成２４年７月１日～平成２７年３月３１日 

・申込締切 平成２４年５月２５日（金）【期日厳守】 

・応募申込先 興部町役場総務課 

・提出書類 自筆の履歴書１通（上半身写真添付）を必ず本人

が持参してください。 

・選考方法 別途日時を決定し面接を行います。 

・問合せ先 興部町役場・総務課・総務厚生係 

     又は福祉保健課まで 

役場総務課 ℡８２－２１３１（内線３１４） 

福祉保健課 ℡８２－４１２０ 

 

 

 

興部小学校プールのオープンについて  

６月１日（金）より興部小学校プールをオープンします。ル

ール・マナーを守りご利用ください。 

 

○期 間 ６月１日（金）～９月３０日（日）まで 

 （ただし、８月１４日～１６日はお盆休みとなっています。） 

○時 間  

６月～８月 月～土曜日 １０時～１９時３０分 

日曜・祝日 １０時～１７時 

 ９月～   月～土曜日 １０時～１８時３０分 

日曜・祝日 １０時～１７時  

※休憩時間：１２時から１３時までは昼休みのため使用でき

ません。 

※授業中・水泳教室等で一般利用できない時は、プール玄関

前に赤旗を揚げお知らせします。 

○料 金 ・１回券１００円 

・３月券（単独施設定期券）１，０５０円 

・３月券（共通施設定期券）１，５７０円 

※利用券は、興部町教育委員会（定期券・１回券）及びプー

ル内事務所（１回券【１００円】のみ）で取り扱っており

ます。 

※高校生以下の方は、無料で利用できます。 

 

 
 
 
 
 
 

 

「特設人権心配ごと相談所」開設のお知らせ  

下記のとおり「特設人権心配ごと相談所」を開設いたします。 

相談は無料で秘密は固く守られますので、お気軽にご相談く

ださい。 

記 

◆と き  ６月１日（金）午後１時～午後３時 

◆ところ  興部町中央公民館 託児室 

☆たとえば、このようなことは人権擁護委員へ 

・近隣関係のいざこざ。 

・土地、建物、金銭貸借。 

・結婚を妨害されたり、離婚を強要されたとき。 

・その他、お困りごとはご相談ください。 

「わたしたちの街の人権擁護委員です」 

氏  名 住  所 

田 中 啓 一 仲 町 

小 山 真由美 元 町 

今 井 秀 和 沙留港町 

 

 

 

 

 

お知らせ 
 



町からのお知らせ ５月中間号 －2－ 

５月中旬～６月中旬の予防接種・健診等日程  

１．５月１日号でお知らせした事業他 

事 業 名 期  日 受付時間 会  場 

1 歳 6 か月児・ 

3 歳児健康診査 
５月 2４日（木） 12:30～16:00 

福祉保健総合セン

ター「きらり」 

フッ素塗布 ５月２５日（金） 13:30～14:30 
福祉保健総合セン

ター「きらり」 

（詳細は当月の「町からのお知らせ」１日号をご覧頂くか、係

までお問い合わせください。） 

２．予防接種について 

（１）乳幼児の「定期の予防接種」について 

定期の予防接種とは、予防接種法に基づき市町村が実施する

もので、接種は努力義務となります。 

①三種混合、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、ＢＣＧ

（個別実施） 

 会  場 興部町国民健康保険病院 

 期  日 イ．毎週水曜日～三種混合  

ロ．毎週木曜日～麻しん風しん混合・麻しん・

風しん 

ハ．毎週金曜日～ＢＣＧ（但し、祝祭日を除く） 

  受付時間 15：30～16：30（受付後、診察・接種まで

お待ち頂く場合もありますので、予めご了承

願います。） 

②ポリオ（集団実施） 

 会  場 興部町国民健康保険病院 

 期  日 平成 24 年 6 月 20 日、10 月 10 日、平成

25 年 3 月 6 日の予定（詳細は実施月近くな

りましたら、広報いたします。） 

（２）その他の「任意の予防接種」について 

 任意の予防接種とは、定期の予防接種以外の予防接種で、必

要に応じ個人の責任において実施するものです。 

 ①ヒブワクチン予防接種（対象：2 ヶ月以上 5 歳未満の乳 

  幼児） 

 ②小児用肺炎球菌(7 価)ワクチン予防接種（対象：2 ヶ月以 

  上 5 歳未満の乳幼児）※今年度より対象年齢の変更があり 

ます。（6 歳未満から→5 歳未満へ変更） 

 ③肺炎球菌（23 価）ワクチン予防接種（対象：65 歳以上

の町民） 

 ※上記「（２）その他の任意の予防接種」は、予め国民健康 

  保険険病院への予約が必要です。 

（３）予防接種についてのお問い合わせ 

 ○興部町福祉保健総合センター「きらり」内 

 福祉保健課 健康推進係 【℡82-4170】又は 

 ○興部町国民健康保険病院 【℡82-2310】 

３．その他、健診等についてのお問い合わせは  

 ○興部町福祉保健総合センター「きらり」内 

 福祉保健課 健康推進係 【℡82-4170】 

４．献血にご協力ください 

 人間の生命を維持するために欠くことのできない血液は、人

工的に造ることや長期の保存ができません。 

 輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、

絶えずどなたかが献血していなければならず、日本赤十字社に

よる献血活動が毎日行われております。 

 当町においても次の通り移動採血車が運行されますので、皆

様のご協力をお願い申し上げます。 

 なお、献血された方には後日「献血検査結果」が血液センタ

ーより通知されます。 

（１）期日及び行程 

期  日 場  所 時  間 

6 月 8 日 

（金） 

1.藤共工業前 

2.役場前 

3 福祉保健総合センター前 

4.北オホーツク農協前 

5.雪印メグミルク興部工場前 

6.沙留漁業協同組合前 

9：00 ～   9：30 

9：40 ～ 11：30 

12：40 ～ 13：20 

13：30 ～ 14：20 

14：30 ～ 15：00 

15：40 ～ 16：10 

（２）献血対象者の基準 

献血の基準 400ｍｌ献血 200ｍｌ献血 

年  齢 満 18 歳～満 69 歳 満 16 歳～満 69 歳 

65 歳以上の方は、60 歳以降に献血経験のある方に限ります。 

体  重 
男女共 

50ｋｇ以上 

男性～45ｋｇ以上 

女性～40ｋｇ以上 

献血間隔 
男性～12 週間 

女性～16 週間 
男女共～最低 4 週間 

年間総献血量 
男性～1,200ｍｌ以内 

女性～  800ｍｌ以内 

※輸血の安全性を高めるため、上記 400ｍｌ献血の基準に該

当する方は、是非 400ｍｌ献血への協力をお願いします。 

（３）献血できない方 

(ア) 妊娠中及び出産後 6 月以内の方 

(イ) 病弱及び治療中の方 

(ウ) 輸血や臓器移植を受けた方 

(エ) 検診医師の問診により不適当と判断された方 

 

 

 

 

 

建設工事等入札結果  
 

入 札 月 日 ４月２５日 

工事・業務・物品名 興部浜町 1 号道路舗装工事 

入 札 参 加 者 
㈱藤共工業 三井住建道路㈱ 不二建設㈱  
東亜道路工業㈱ 道路建設㈱ 

入 札 回 数 １ 

契約金額（落札金額） １２，３３７，５００円(１１，７５０，０００円) 

予 定 価 格 １２，９８８，５００円 

工 期 ・ 納 期 Ｈ２４.４.２７からＨ２４.７.３０ 

請 負 業 者 名 興部町字興部１９３番地の１ ㈱藤共工業 
 
入 札 月 日 ４月２５日 

工事・業務・物品名 沙留西町町営住宅修繕工事 

入 札 参 加 者 ㈱柳原建設 ㈱藤野屋建設 河原工業㈱ ㈱服部工業 

入 札 回 数 １ 

契約金額（落札金額） ３，７８０，０００円(３，６００，０００円) 

予 定 価 格 ３，８８５，０００円 

工 期 ・ 納 期 Ｈ２４.４.２７からＨ２４.６.２５ 

請 負 業 者 名 興部町字沙留４５２番地の２ ㈱柳原建設 
 
入 札 月 日 ４月２５日 

工事・業務・物品名 公共下水道汚水管渠調査設計委託 

入 札 参 加 者 トラバース測量設計㈲ 石井測量設計㈱ 北海設計㈱ 

入 札 回 数 １ 

契約金額（落札金額） ２，８０３，５００円(２，６７０，０００円) 

予 定 価 格 ２，９５０，５００円 

工 期 ・ 納 期 Ｈ２４.４.２６からＨ２４.７.１０ 

請 負 業 者 名 雄武町字雄武２８４番地 石井測量設計㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敬称略） 

平成２４年５月１５日で 

町内の交通死亡事故ゼロ 

１７３４日 

スピードダウンとシートベルト 



町からのお知らせ ５月中間号 －3－ 

特定健康診査・７５歳以上の健康診査及び
胃がん・大腸がん・肺がん検診追加申し込
みのお知らせ 

4 月の『生活習慣病健診申し込み取りまとめ』で各健（検）

診の申し込みを受付していましたが、予定定員まで余裕があり

ますので、追加申し込みを受付いたします。 

追加申し込み締め切りは、5 月 29 日（火）までとなってお

ります。申し込みを希望される方は、下記までお申込みくださ

い。 

□ 健（検）診日程 □ 

日  程 

６月５日(火) 

各がん検診のみ 

６月６日(水)、７日(木) 

特定健康診査 

７５歳以上の健康診査 

各がん検診 

６月８日(金) 

特定健康診査 

７５歳以上の健康診査 

各がん検診 

会  場 
興部町福祉保健総合 

センター（きらり） 
沙留公民館 

受付時間 午前６：００～午前９：００ 

健（検）診

内容（料金） 

●特定健康診査        ２，３００円 

●７５歳以上の健康診査      ８００円 

●胃がん検診         １，５００円 

●大腸がん検診          ７００円 

●肺がん検診  （Ｘ線検査）   ５００円 

（喀痰検査）   ８００円 

【特定健康診査・７５歳以上の健康診査の対象】 

１．４０歳以上で国民健康保険加入者 

＊ただし、次のような方は対象となりませんのでご了承ください。 

①特定健診及びそれに相当する健診をすでに受けた方、

受ける予定の方 

②妊産婦 

③相当な期間継続して船舶内にいる方 

④６ヶ月以上入院している方 

⑤施設入所中の方 

２．後期高齢者医療制度該当者（７５歳以上の方は全員該当となります） 

＊ただし、次のような方は対象となりませんのでご了承ください。 

①特定健診及びそれに相当する健診をすでに受けた方、

受ける予定の方 

②高血圧、脂質異常症、糖尿病、その他内臓脂肪の蓄積

に起因する病気で医療機関に入院・通院している方 

【胃がん・大腸がん・肺がん検診の対象】 

１．４０歳以上の方 

＊ただし、次のような方は対象となりませんのでご了承ください。 

①職場などで、胃がん・肺がん・大腸がん検診を受けた

方、受ける予定の方 

②現在、胃・肺・大腸の何らかの理由で定期検査・治療

を受けている方 

【その他】 

〇申し込みをされた方には、健（検）診が近くなりましたら受

診票・案内文書をお送り致します。 

〇健診日及び受付時間につきましては、受診人数の都合上、こ

ちらで指定させて頂きますので予めご了承ください。 

申し込み・お問合せ 

 興部町福祉保健総合センター『きらり』 

福祉保健課 健康推進係 ℡82‐4170 

 

 

 

 

 

 

身体障がい者・精神障がい者に対する平成
２４年度軽自動車税の減免について 

身体障がい者又はその方と生計を同一にする方が所有する

軽自動車で、障がい者本人が運転する車又は、生計を同一にす

る方がもっぱら障がい者のために運転（通学、通院、通所又は

生業）する車については、軽自動車の課税免除（減免）の適用

が受けられます。（ただし、一人の身体障がい者等について１

台とし、事業用車を除きます） 

◎減免に該当する障がいを有する方とは、次の表に掲げる者と

する。 

該   当   者 

障 害 区 分 身体障害者手帳の者 戦傷病者手帳の者 

視 覚 障 害 
１級～３級、 

４級の１ 
特別項症～第４項症 

聴 覚 障 害 ２級、３級 特別項症～第４項症 

平衡機能障害 ３級、５級 特別項症～第４項症 

音声機能障害 

３級（喉頭摘出によ

る音声機能障害が

ある場合に限る） 

特別項症～第２項症 

（喉頭摘出による音

声機能障害がある場

合に限る） 

上 肢 不 自 由 １級、２級、３級 特別項症～第３項症 

下 肢 不 自 由 １級～６級 
特別項症～第６項症 

第１款症～第３款症 

体 幹 不 自 由 １級～３級、５級 
特別項症～第６項症 

第１款症～第３款症 

心臓機能障害 １級、３級、４級 特別項症～第３項症 

腎臓機能障害 １級、３級、４級 特別項症～第３項症 

呼吸器機能障害 １級、３級、４級 特別項症～第３項症 

ぼうこう又は直

腸の機能障害 
１級、３級、４級 特別項症～第３項症 

小腸の機能障害 １級、３級、４級 特別項症～第３項症 

ヒト免疫不全ウ

イルスによる免

疫機能障害 

１級、２級、３級、

４級 
 

乳幼児期以前の

非進行性脳病変

による運動機能

障害 

〔上肢機能〕 

１級、２級、３級 

〔移動機能〕 

１級～６級 

 

精 神 障 害 

療育手帳又は精神障がい者の通院医療費

の公費負担に係る患者票及び精神障害の

状態に関する証明書 

肝臓機能障害 
１級、２級、３級、

４級 

特別項症～第３項症 

 

◎手続きに必要なもの 

①運転免許証 

②身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳等 

③印鑑 

④平成２４年度軽自動車税納税通知書 

◎減免の手続き 

上記に該当し減免を受けようとする方は、平成２４年度軽自

動車税納税通知書が到着しだい５月２５日（金）までに、役場

住民課税務係または沙留出張所に申請書を提出してください。

(なお、申請書は役場住民課税務係及び沙留出張所にあります。) 

※お問い合わせは、興部町役場 住民課 税務係 

（℡８２‐２１３１ 内線２２５・２２６） 



町からのお知らせ ５月中間号 －4－ 

ＮＨＫ ＢＳプレミアム 
「にっぽん縦断 こころ旅」お便り募集 

誰かにそっと教えたい「忘れられない風景」が記された一通

の手紙。「にっぽん縦断 こころ旅」は、旅人である俳優・火

野正平さんが、そんな手紙をもとに地元の皆さんとふれあいな

がら自転車で旅を続ける番組です。 

 番組では、興部町内の忘れられない風景や景色を、エピソー

ドと共に紹介してくれる手紙を募集中です。こころに残る「何

気ない風景」「思い出の風景」「忘れられない風景」「みんなに

伝えたい風景」など、皆さまのこころの風景とエピソードをお

待ちしています！ 

応募方法など詳しくは、番組ホームページ（http://www. 

nhk.or.jp/kokorotabi/）をご覧になるか、ＮＨＫふれあいセ

ンター℡0570‐066‐066（ナビダイヤル）または℡050

‐3786‐5000 にお尋ねください。 

応募締切…６月２０日（金）必着 

北海道が舞台の番組放送予定…７月 9 日（月）～２９日（日） 

放送時間…月～金曜日＝午前７時４５分～８時 

     土・日曜日＝午前１１時～１１時５９分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山菜採りによる事故を防ぐために  

慣れた山でも、山菜採りに無我夢中になると「隠れた危険」

があります。 

次のことに心掛けて、山菜採りを楽しんでください。 

山菜採りの心構え５か条 

１ 家族等に行き先と帰宅時間を知らせましょう 
   「自分だけの秘密の場所だから」では、万が一の場合、捜

索が遅れることになります。行き先、帰宅時間等を必ず家族

等に知らせてから出かけましょう。 

２ 単独での入山を避け、二人以上で声を掛け合い位置を

確認する。 
   万が一迷ったら、一人では救助を求めることもできません。 

  二人以上で入り、たえず声を掛け合い、お互いの位置を確 

認しあうことが大切です。 

３ 服装は目立つ色にしましょう 
   赤や黄色、蛍光色の服装がよく目立ち、万が一の場合には、

救助隊やヘリコプターから発見されやすくなります。また、

ヘリコプターへの合図は、タオル、手ぬぐいを振ったり、鏡

の反射光も有効です。 

４ 携帯電話や非常食、熊除けのための鈴やラジオ等を携

行しましょう 
  鈴や笛、ラジオ等の音の出るものは、熊除けや自分の位置

を知らせるのに役立ちます。アメ玉やチョコレート、ビスケ

ットなどは非常食になります。 

 また、非常の場合の連絡用として、携帯電話を持ちましょう。 

５ 迷ったときには無理をせず、落ち着いて行動しましょ

う 
   迷ったときは、むやみに歩き回らず、体力の消耗を抑え、

落ち着いて捜索隊を待つなど、慎重な行動が必要です。万が

一の場合、家族などから捜索願が出されて捜索隊が救出に向

かいますので、発見されやすい視界の開けた場所、野宿に適

した場所を早めに探すことが大切です。 

ヒグマに注意！ 

○ 山に入る前には、地元の人に聞くなど、熊の出没情報に気を

つけましょう。 

○ 「熊の出没注意」の看板のある場所には入らないようにしま

しょう。 

○ ヒグマに人の存在を早めに知らせるため、鈴やラジオで音を

立てるなどの工夫をしましょう。 

○ ヒグマの足跡や糞を見たときには、すぐ引き返しましょう。 

不法投棄は絶対にダメ！  

町内において不法投棄が見受けられます。場所は主に以下の

場所です。 

通報してくださった方は、ウォーキング、山菜採り等をされ

て町の自然を満喫されている方達です。中には、ウォーキング

等されながらごみ拾いをしてくれている方もいます。 

心無い一部の人の行為で自然が汚されてしまいます。不法投

棄がないきれいな町にしましょう！ 

① 興部小学校から春日町方面に向かう町道から牧草畑の広

範囲 

この区間は、小さな買い物袋のごみや空き缶等が不法投棄さ

れています。（ウォーキングされている方からの通報） 

② 富丘の山間部の町道法面 

ここに不法投棄されていたごみは、ＴＶ（１台）・アコーデ

ィオンピアノ（１台）・スキー（３台）等のごみとなります。

（山菜採りに入った方からの通報） 

③ 住吉から富丘への町道 

生活系（一般・生ごみ）のごみが不法投棄されています。（付

近の住民の方からの通報） 

④ 宇津 二興橋 河川敷地付近の脇道 

生活系（一般）のごみが不法投棄されています。（河川等パ

トロール中に発見通報） 

⑤ 宇津パンケ地区 

生活系のごみ約６０個（４５Ｌ袋）が不法投棄されていまし

たが、警察と協力し、不法投棄した人を断定しました。（除

雪作業の方からの通報） 

①～⑤以外にもありますが、町は不法投棄パトロールを重点的

に行います。 

重要 不法投棄は犯罪です。⑤のように町は積極的に警察へ通 

報します。 

不法投棄とは、決められた場所以外に廃棄物を捨てることを

言います。 

５年以下の懲役 １，０００万円以下の罰金、又はこの併科

（同時に二つ以上の刑を科すること）。 

さらに、法人の場合、３億円以下の罰金となります。 

不法投棄を見つけた方は、興部警察署

（℡８２‐２１１０）又は、役場住民

課 住民環境係 環境衛生業務担当

（℡８２‐２１３１内線２３２）まで

連絡をお願いします。 

 

 


